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大分県立高等学校学則の一部改正の概要 

 

 

１ 規則の概要 

  県立高等学校の運営に関して必要な事項（学校の名称、位置等）を定めるもの 

 

２ 改正理由 

県立高等学校の学科改編により、県立別府翔青高等学校にクロスアカデミア科及びビジ

ネスイノベーション科を、県立中津南高等学校耶馬溪校に環境・社会共生科をそれぞれ設

置するとともに、その他所要の改正を行うもの 

 
３ 主な改正内容 

  学科の設置について、別表の改正を行うもの 

学 校 名 新 設 令和８年度～ 

大分県立別府翔青高等学校 

 
ク ロ ス ア カ デ ミ ア 科 

 
ビジネスイノベーション科 

 

普 通 科 
ク ロ ス ア カ デ ミ ア 科 
商 業 科 
ビジネスイノベーション科 
グ ロ ー バ ル 
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 科 

大分県立中津南高等学校 
耶馬溪校 

 
環 境 ・ 社 会 共 生 科 

普 通 科 
環 境 ・ 社 会 共 生 科 

  ※ 大分県立別府翔青高等学校普通科及び商業科並びに大分県立中津南高等学校耶馬溪校普 
通科は、令和８年度から募集停止とし、令和９年度末をもって、廃止するものとする（同

年度末に規則改正予定） 
 
４ 施行期日 

  令和８年４月１日 
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